
府中市地域交流センター【キテラスふちゅう】南館 

貸店舗出店者募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 府中市観光協会 

  

府中市地域交流センター（店舗）は、府中市の活性化を目的とした施設です      
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第１ はじめに 

府中市の中心市街地に賑わいを創出し、府中市を活性化させることを目的に北館と南館

の２棟からなる府中市地域交流センター（以下「センター」という。）を設置しています。 

南館には鉄板を使った飲食店の貸店舗を設けてあり、備後府中焼きを調理・販売する飲

食店の出店者（店舗の使用の許可を受けた者）を募集します。 

センターの概要は、次のとおりです。 

１．センターの名称及び愛称、位置 

名称 府中市地域交流センター 

愛称 キテラスふちゅう 

位置 府中市府中町５５９番地２（北館：「お祭り広場」隣、南館：「恋しき」隣） 

２．センターに設置してある施設 

南館は、地域の食文化の普及と市民等の交流によって中心市街地の活性化を図ること

を目的に、２区画（２店舗分）の貸店舗とし、北館は、市民等が交流で使用できるスペー

ス（このスペースでは観光案内）、及び公衆トイレを設置しています。 

３．センターの管理運営者  

センターの管理運営は、一般社団法人府中市観光協会（以下「指定管理者」という。指

定期間は令和１１年３月末まで）が行います。 

 

第２ 貸店舗の概要及びその使用者の募集について 

１．店舗の概要 

所 在 地 府中市府中町５５９番地２（恋しき東側） 

面 積 延床面積 １２７．７１㎡、敷地面積 ２１７．５８㎡ １店舗当たり約２

０㎡（鉄板周辺の区画）※専用区画以外の部分は、共用区画とする 

調理場面積（バックヤード除く）  

専用区画１ 約４．０㎡（約５ｍ×０．８ｍ）※今回の募集はこちらです。 

  専用区画２ 約４．８㎡（約６ｍ×０．８ｍ） 

出 店 日 令和８年４月１４日（火）までに 

定 休 日 原則週１日（出店する２店舗間で協議の上、交互に取得することとしま

す。） 

営 業 日 １月４日から１２月２８日まで 

使 用 時 間 原則午前１０時から午後９時まで（この時間内に出店準備、営業、片付け

等を行っていただくようになります。営業時間はこの時間内で設定してく

ださい。） 

利 用 料 金 「２．利用料金」に示すとおり 

附 属 設 備 「３．附属設備」に示すとおり 

使用手続き 事前に申請し許可を受けること。詳細は「４．店舗の使用の手続き」に示

すとおり 
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２．利用料金 

月 額 
基本使用料２万円＋当月の売上額の５％（加算使用料）＋消費税及び地方消

費税相当額 

使用料

の算出

方 法 

基本使用料 

※日割り計算

は行いません。 

基本使用料月額２０，０００円になります。 

例）使用期間 ４月１０日から４月３０日までの場合 

  月の途中からでも基本使用料は２０，０００円です。 

（内訳：１カ月×２万円） 

加算使用料 

当月の売上額の５％の金額になります。 

例）４月の売上額（売上額に対する消費税等を含む。）が５

０万円の場合 

  ４月の加算使用料は２５，０００円です。 

（内訳：５０万円×５％） 

消費税及び地

方消費税相当

額 

基本使用料と加算使用料を合計した金額に対して消費税率

を掛けた金額 

例）上記の場合 

４月の消費税及び地方消費税相当額は４，５００円で

す。 

  （内訳：（２万＋２．５万）×消費税率） 

納付の

時期等 

月末締めの売上額を翌月１５日までに報告。２０日付にて請求書を発行す 

る。納付は請求月の末日とする。 

例）上記４月分の場合 

  基本使用料及び加算使用料、消費税及び地方消費税を合計した 

４９，５００円を５月末日までに納付していただきます。 

納付先 指定管理者（一般社団法人府中市観光協会） 

※利用料金のほか、電気、水道、下水道、ガス、その他店舗の使用に伴う費用は、別途、

出店者が負担するものとします。 

 

３．附属設備 

主な附属設備は、次のとおりです。 

 （専用区画）※各専用区画に次の設備を設けています 

⑴ カウンター付き鉄板（電気式鉄板 本体寸法 W4200mm×D650mm×H800mm、焼面寸法

W4154mm×D560mm） 

⑵ ２槽シンク（調理室内） 

⑶ １槽シンク（バックヤード内） 

⑷ テーブル型冷凍冷蔵庫（冷蔵室 133L、冷凍室 71L）ホシザキ RFT-150PTE1 

⑸ 冷凍冷蔵庫（冷蔵室 391L、冷凍室 391L）福島工業(株)ARN-122PMD 

⑹ 引出付作業台 

⑺ 手洗い 

⑻ 吊戸棚 

⑼ ガス湯沸器 

⑽ カウンター用イス １０脚 

⑿ 照明 
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（共用区画） 

⑴ 来客用手洗い 

⑵ テーブル（４人掛け４台、６人掛け 1台） 

⑶ イス２１席分（ベンチ含む） 

⑷ 客用トイレ 

⑸ 従業員用トイレ 

⑹ ロッカールーム 

⑺ ロッカー 

⑻ 掃除用具用ロッカー 

⑼ 待合用ベンチ２台 

⑽ エアコン４台 

⑾ 照明 

⑿ ゴミストッカー（屋外） 

⒀ 車注意スタンドプレート（屋外） 

 ※ここに掲載した設備以外のものは、出店者が用意してください。例えば、食器、調理器

具、トイレットペーパー、掃除用具、玄関マット、消毒液、ペーパータオル等 
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○府中市地域交流センター（店舗）間取り図 
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４．店舗の使用の手続き 

店舗を使用するためには、その許可が必要です。今回は、この募集要項に基づき、出店者

を募集します。なお、出店者は、その使用について、この募集要項に記載した事項を遵守し

てください。 

 

５．募集業種 

「備後府中焼き」を調理・販売する飲食店 

※備後府中焼きを主に調理販売するものとしますが、それ以外の飲食物の提供も可能で

す。 

 

６．募集数 

1店舗 

専用区画 1の募集になります。 

 

７．使用期間（予定） 

令和８年４月１日（水）から令和９年３月３１日（水）まで 

※府中市地域交流センター設置及び管理条例施行規則第 3 条 3 項に基づき、センターの

使用期間は、1年以内とする。 

※令和８年４月１４日（火）までに開業してください。ただし、開業準備等やむを得ない

事情により、営業を開始できない場合は、相談してください。この場合も４月中には開

業してください。 

 

 ８．使用条件 

センターの貸店舗で、備後府中焼きの調理・販売、調理体験教室等を実施し、地域食文化

の普及、中心市街地の活性化に貢献できる人を募集します。応募（申請）する人は、次の条

件をすべて満たし、又は承諾しなければなりません。 

⑴ 出店者自身に関すること 

ア 店舗において中心市街地の活性化、地域食文化の普及のために熱意と誠意を持って

「備後府中焼き」の調理・販売を行う飲食店を営業すること。 

イ 店舗は、１フロアを２区画の出店者で使用するものであり、共同して使用する部分も

あることから、出店者は他の出店者と良好な関係を築き、店舗の運営を円滑に行うよう

努めること。 

ウ １８歳以上であること 

エ 学生ではないこと 

オ 市税等の滞納がないこと。 

カ 店舗の営業開始日までに、飲食店の営業に必要な許認可（食品衛生法に基づく営業許

可等）を取得する見込みがあること。当該許認可を取得した場合は、ただちに指定管

理者にその写しを提出すること。 
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キ 近隣住民等に迷惑となる行為を行わず、良好な関係を築くこと。 

ク 反社会的団体ならびに関係者でないこと。 

⑵ 店舗の運営に関すること 

ア 備後府中焼きを調理・販売する飲食店（備後府中焼き以外の料理、飲み物の提供も可）

として使用し、他の用途で使用しないこと。 

イ 店舗の使用は、原則として、申請書に添付する事業計画書の記載内容に従い行うこ

と。これを変更する場合は、指定管理者との協議を要すること。 

ウ 備後府中焼きの調理方法は、備後府中焼きを広める会が示す方法によること。 

エ 令和８年４月１４日（火）までに店舗で営業を開始すること。 

オ 開館時間（利用可能時間）は午前１０時から午後９時までとする（この時間内で準備、

営業、片付け等すべての用務を行うものとし、営業時間は午前１０時から午後９時ま

での間で各自設定するものとする）。ただし、市長又は指定管理者が必要と認める場

合は、臨時に利用時間の変更をすることができるものとする。 

カ 開館日は１月４日から１２月２８日までとする。この期間内は、貸店舗が休館するこ

とがないよう、店休日は出店者間で調整し、指定管理者と協議のうえ決定すること。

ただし、市長及び指定管理者が必要と認める場合は、臨時に開館、休館することがで

きる。 

キ 出店者は、原則として、週６日は営業すること。臨時に店休日とする場合は、指定管

理者と協議のうえ、決定すること。 

ク 清掃については、店舗のうち出店者が専ら使用することについて許可を受けた区画

（以下「専用区画」という。）は、その出店者が行い、専用区画以外の部分は、出店

者が共同で使用する区画（以下「共用区画」という。）とし、出店者が互いに協力し

て行うものとし、常に清潔な環境を維持すること。 

ケ 出店者は市が設置する附属設備等を使用することができるが、別途、出店者が設備・

機器等の持ち込みや貼り紙等をする場合は事前に指定管理者の許可を得る必要があ

ること。なお、模様替え、改装等施設に係る改造、変更はできない。 

コ 出店者は原則として、電気・ガスを問わず、コンロ及びその類を持ち込み使用しない

こと（電気ポット、ケトル、電子レンジ等は使用可能）。具体的には指定管理者と協

議のうえ、決定します。 

⑶ 市長又は指定管理者の要請に対する協力 

ア 備後府中焼き調理体験教室の開催、バスツアーの受入れ等府中市の活性化を目的に

市長又は指定管理者が協力を要請する事業等に協力すること。なお、この協力によっ

て生じた減収の補てん又は利用料金の減額は行わない。 

イ 備後府中焼き体験教室の料金は、指定管理者が定めた料金とすること。 

現行の料金は、次のとおりです。ただし、出店者との協議のうえ変更する場合があ

ります。 
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    備後府中焼き体験教室料金表 

大人 １，５００円/人 

子ども（中学生含む） １，５００円/人 

       ※体験料は消費税込みの金額です。 

⑷ 費用負担 

ア 店舗の使用に伴う利用料金は、「２．利用料金」で掲げた金額、期限、方法によって

納付すること。 

イ 店舗の使用に伴う電気、ガス、水道及び下水道の使用料金、清掃等店舗の使用に必要

な経費（電球交換、トイレットペーパー、消毒液、掃除道具等含む）の一切は、出店

者が負担すること。 

（Ⅰ）専用区画の使用に伴う電気、水道及び下水道の使用料金（以下「専用区画の経 

費」という。）は、各専用区画に設置した副メーターにより、出店者間で按分し

て負担すること。なお、この算定は、指定管理者が行います。また、専用区画の

使用に伴うガスは、各出店者がガス会社等と契約すること（ガスは湯沸器で使用

します）。 

（Ⅱ）共用区画に係る電気、水道及び下水道の使用料金は、店舗の主メーターから算 

定した料金から専用区画の副メーターで算定した料金を控除して残った金額を、

各出店者が負担する専用区画の料金を基礎に按分して算定し、これを負担する

こと。なお、この算定は、指定管理者が行います。 

ウ 店舗に係る電球交換、トイレットペーパー、消毒液、掃除道具その他の物品は、出店

者が適宜管理補充し、常に適切な状態を維持すること。 

エ 店舗の使用を終えた場合（使用の許可の取消し、停止等を含む。）、出店者が自ら備え

付けた特別の設備、持ち込んだ器具等を撤去しない場合は、指定管理者がこれを撤去

し処分する。これに要した経費は出店者が負担するものであること。 

オ 出店者は、自らの責任により、施設又は設備を損傷し、又は滅失した場合は、速やか

に指定管理者を通して市長に報告し、損害を賠償すること。その損害を賠償する方法

は市長の指示に従うこと。 

カ 出店者が自ら備え付けた特別の設備、持ち込んだ機器等が、盗難、災害等により損害

を受けた場合は、市長及び指定管理者はその責めを負わない。 

キ 使用期間内において想定する主な費用負担は概ね次のとおりとします。 

 

項  目 
負担者 

市又は指
定管理者 

使用者 

ⅰ 日常的な施設、設備、備品等の維持及び使用料金  ○ 

ⅱ 不可抗力 

※暴風、豪雨、洪水、地震、地盤、火災、騒乱、暴動その他

市又は使用者のいずれかの責めにも帰すことのできない

自然的又は人為的な現象に係る施設、設備の修復 

○  
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ⅲ 施設・設

備等の修繕 

ア 使用者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

イ 施設・設備の設計・構造上の原因によるも

の 
○  

ウ 上記以外のもの（経年劣化・第三者の行為

で相手が特定できないもの等） 
協議事項 

ⅳ  施設等

に係る保険

の加入 

ア 建物に係る損害保険 ○  

イ 市の設置した設備に係る損害保険 ○  

ウ 使用者の設置した設備に係る損害保険  ○ 

ⅴ  第三者

への賠償 

ア 使用者の責めに帰すべき事由により損害

を与えた場合 
 ○ 

イ 上記以外の場合 協議事項 

ⅵ  事業終

了時の費用 

使用期間が終了した場合又は期間途中におけ

る使用を取りやめた場合における使用者の原

状回復に伴う経費負担 

 ○ 

⑸ 報告義務 

ア 出店者は毎営業日の来客数を記録し、月ごとに１か月間の来客数及び売上額を定め

られた様式により報告すること。なお、売上額の報告について、その確認のため、税

務申告関係書類の提出を求める場合があること。 

イ 報告期限は、翌月１５日までとする。 

⑹ その他 

ア 施設の形態上、どちらか一方の出店者が料理の提供等により食中毒等を発生させ、保

健所の指導による業務停止命令を受けた場合は、双方の出店者は店舗を使用できな

い。これにより発生した損害について、市長及び指定管理者はその賠償の責めを負わ

ない。 

イ 出店者は、自己の負担により食品営業賠償共済又はこれと同種の保険に加入する等

必要に応じて保険に加入すること。 

ウ 出店者は使用の許可を受けた期間が満了する日までに、自らの費用で店舗を現状に復し

て返還すること。 

エ 出店者は使用の許可の取消し、又は停止を受けた場合は、自らの費用で直ちに店舗を現

状に復して返還すること。 

オ 店舗を使用する権利を譲渡し、又は転貸しないこと。 

カ 店舗の駐車場はありません。店舗客がお祭り広場に駐車することは可能ですが、本来

駐車場ではないため、イベント等により使用できない場合がありますので、ご注意く

ださい。 

キ 「府中市地域交流センター設置及び管理条例」、「府中市地域交流センター設置及び

管理条例施行規則」及び「使用許可の条件」を遵守すること。 

※「使用許可の条件」は、使用の許可の際に、この募集要項に基づき付すものです。 

 

９．出店者が協議して決めること 
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店舗は２人の出店者が協力して運営する施設です。よって、次のとおり、出店者が協力し

て実施する事項及び双方の出店者と指定管理者が協議のうえ、決定していただくことがあ

ります。 

⑴ 出店者が協力して実施すること 

ア 共用区画（フロア、客用トイレ、従業員トイレ、ロッカー、ごみステーションなど）

に係る掃除 

イ 共用区画に係る経費の負担 

【経費の例】電気、水道及び下水道の使用料金、ごみの処分、清掃に必要な道具、トイレ

ットペーパー、玄関マット等 

ウ ツアーバス等による団体の受入れ 

エ 調理体験教室の開催 

オ その他、店舗の運営に必要なこと 

⑵ 出店者が協議し決定すること 

ア 店休日（１２月２９日から１月３日まで） 

１月４日から１２月２８日までは開館することとします。この期間は毎日、開館する

よう、出店者は指定管理者と協議し、各々の店休日を決定してください。 

イ その他、店舗の運営に必要なこと 

 

１０．応募方法 

公募により募集します。募集期間内に次の書類を一般社団法人府中市観光協会（府中

市府中町５５９番地２）に１部提出してください。（持参または郵送） 

① 府中市地域交流センター使用許可申請書（別記様式第 1号） 

② 事業計画書（別記様式第１号添付書類） 

③ 申請者の区分に応じて、次の書類を添付してください。 

申請者の区分 書類の種類 

個人 

・住民票の写し 

・直近の青色申告書等 

・市税完納証明書（納税義務のある市税等の未納がないことを証明

する書類） 

法人 

・定款又は寄附行為等（法人の運営・規約等についてわかる文書や

書面） 

・法人の登記事項証明書 

・直近の貸借対照表及び損益計算書 

・市税完納証明書（納税義務のある市税等の未納がないことを証明

する書類） 

個人・法人以外 

・構成員名簿 

・団体の事業概要を示す書類 

・団体の代表者の住民票の写し 

・団体の代表者の市税完納証明書（納税義務のある市税等の未納が

ないことを証明する書類） 
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１１．募集に関するスケジュール 

⑴ 募集要項及び申請書類の配布 

一般社団法人府中市観光協会又は府中市のホームページからダウンロードするか、一

般社団法人府中市観光協会（地域交流センター北館）又は府中市経済観光部商工観光課

の窓口で配布します。 

配布方法 配付期間 

ホームページ 令和８年２月１７日（火）から令和８年３月１６日（月）まで 

窓 口 

令和８年２月１７日（火）から令和８年３月１６日（月）まで 

【配布時間】 

(一社)府中市観光協会：午前８時４５分から午後５時３０分まで  

※休館日はありません 

府中市役所：平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑵ 応募書類の提出 

受付期間 令和８年２月１７日（火）から令和８年３月１６日（月）までの期間で午前

８時４５分から午後５時３０分まで 

提出方法 持参または郵送（必着） 

提出場所 一般社団法人府中市観光協会地域交流センター北館 

（府中市府中町５５９番地２） 

⑶ 募集要項に関する質問 

受付期間 令和８年２月１７日（火）から令和８年２月２７日（金）までの期間で午前

８時４５分から午後５時３０分まで 

問合せ先 一般社団法人府中市観光協会 

回 答 日 令和８年３月２日（月） 

回答方法 回答書を一般社団法人府中市観光協会ホームページ上に掲載します。 

⑷ 応募者対象の説明会（現地説明会） 

  開催日時 令和８年３月１７日（火）午後３時から午後４時３０分まで 

  開催場所 一般社団法人府中市観光協会（地域交流センター北館） 

内  容 募集要項に関する質問に対する回答、施設案内、質疑応答 

 

１２．選定 

⑴ 選定方法 

書類及び面接で審査し選定します。 

ア １次審査（書類審査） 

応募書類により審査します。令和８年３月１９日（木）までに審査を実施し、その結

果は文書で通知します。 

イ ２次審査（面接審査） 

１次審査に合格した人を対象に、選定審査会による面接審査を実施します。３月２０

日（金）に審査を行い、その結果は文書で通知します。 
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１３．使用の許可 

店舗の使用の許可は、２次審査で合格した人に行います。この許可を受けることにより

店舗を使用できるようになります。ただし、府中市地域交流センター設置及び管理条例第

７条に掲げる次の各号のいずれかに該当する場合は許可しません。 

① センターの設置の目的に反する場合 

② 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある場合 

③ 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがある場合 

④ 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認め

られる場合 

⑤ その他管理運営上支障があると市長が認める場合 

 

１４．使用の許可の取消し等 

府中市地域交流センター設置及び管理条例第９条に掲げる次の各号のいずれかに該当す

る場合は、使用の許可を取消し、又はセンターの使用を制限し、若しくは停止することが

あります。 

① 府中市地域交流センターの設置及び管理条例又は府中市地域交流センター設置及び

管理条例施行規則に違反した場合 

② 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けた場合 

③  使用の許可の条件に違反した場合 

④ 使用料金を滞納した場合 

⑤ 使用に際し必要な他の法令による許認可等を喪失した場合 

⑥ その他管理運営上支障があると市長が認める場合 

 

（お問い合わせ先） 

一般社団法人府中市観光協会（地域交流センター北館） 

〒726-0005 府中市府中町５５９番地２ 

℡ ０８４７－４３－７１３５ 


